
地域活動に参加して
ポイントを貯めよう！！

鳳来中部
マイレージ事業

とは？

地域活動へ参加する意欲の向上と地域活性化を図ることを目的とした事業です。
鳳来中部地区内で行われる地域活動に参加するとポイントをＧＥＴ‼
ポイント上限《３ポイント》に達した方の中から抽選で、市内共通お買い物券『いー
じゃん券』６，０００円分が５０名に当たります‼

❶ポイントをためる
・チラシ下部のポイントカードを持参し、地域活動に参加！
・スタンプがもらえる地域活動はチラシなどで確認！
・地域活動に参加した方は１ポイント分のスタンプが押され
ます！

❷申請する
・ポイント上限は３ポイント。
・３ポイント貯まったらポイント
カードに必要事項を記入し提出。

・申請は１人につき１回まで。

❸受取る・使う
・いーじゃん券は後日郵送します。
・いーじゃん券は有効期間内にご利用ください。
※いーじゃん券の利用方法や協力店などについて
は商工会へ確認してください。

◆申請方法

住 所：新城市長篠字仲野16-11 鳳来総合支所
電 話：0536-22-9932
メール：hourai-jichi@city.shinshiro.lg.jp
担 当：鳳来中部自治振興事務所 河野

令和６年度
鳳来中部マイレージ
ポイントカード

◆問合せ・カード提出先

《キリトリ》 《キリトリ》

・３ポイント貯まったら、ポイントカード裏面
の記入欄に必要事項を記入し、鳳来総合支所
(鳳来中部自治振興事務所)へご提出下さい。
・申請は、１名に付き１回限りです。
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鳳来中部自治振興事務所へ提出前に記入して下
さい。

氏名

住所

〒

電話 － －
◆地域活動当日にこのカードをご持参ください。
◆対象となる地域活動は事前にご確認ください。
◆参加者は１ポイント分のスタンプが押されます。
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◆事業参加対象者
・鳳来中部地区に住所がある方
・鳳来中部地区内の地域活動運営に携わる方
※地域活動に参加することで報酬を受け取る
方や営利目的で参加する方は対象外です。

◆申請
・３ポイント貯まったポイントカードに必要
事項を記入し令和６年１２月２７日（金）
までに鳳来中部自治振興事務所へ提出して
下さい。（郵送可）
・申請は１人につき１回までです。

◆ポイント付与のルール
・対象の地域活動に参加すると１ポイント
（スタンプ１つ）付与します。
・ポイントは、行事当日に行事主催者よりス
タンプカードにスタンプが押されます。

◆いーじゃん券の進呈
・いーじゃん券は後日郵送にてお届けします。
・いーじゃん券の進呈は５０名までとなりま
す。５０名を超える場合は抽選会を行い
ます。

◆ポイント対象の地域活動（予定）

・ポイントカードは、１人につき１枚ご利用いただけます。１世帯に付
き１枚は配布しますが、家族分など追加で必要な場合はホームページ
掲載のチラシを印刷していただくか、対象の地域活動の会場で配布す
るものをご利用下さい。
・地域活動の運営に携わりたいとお考えの方は、直接各活動の主催者に
ご連絡いただくか、鳳来中部自治振興事務所へご相談下さい。
・事業に関するお問合せは、鳳来中部自治振興事務所へご連絡下さい。

◆その他

・歴史探訪健康ウォーキング（主催：各公民館）
・防災研修会・イベント（主催：鳳来中部防災減災実行員会）
・交通安全講習会（主催：鳳来中部自治振興事務所）
・ともらく広場（主催：鳳来中部自治振興事務所）
・長篠こども園ボランティア活動（主催：長篠こども園）
・その他、鳳来中部地域協議会が認めた活動

《キリトリ》 《キリトリ》

※対象の活動は予定ですので変更又は追加する場合があります。
詳細は各行事の開催案内（各行政区での回覧）などでご確認
いただくか地域活動の主催者に確認をして下さい。

32

HPはこちらから♪

対象となる活動のチラシ等には、
このマークを掲載します。


